
 

  

平成２８年度より牟岐町地域包括支援センターの運営が牟岐町社会福祉協議会へ委託され

ています。これに伴い、事務所が牟岐町社会福祉協議会に移転しましたのでお知らせします。 

今まで、介護保険の申請など様々な相談を役場において実施していたのものが、牟岐町社

会福祉協議会の事務所で実施することとなります。 

 

地域包括支援センターとは 

介護保険法に定められた機関で、主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師などが中心と

なって、高齢者の支援を行っています。３職種は、それぞれ専門分野を持っていますが、専

門分野の仕事だけを行うのでなく、お互いに連携を取りながら「チーム」として総合的に高

齢者を支えます。 
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総合相談支援業務 

権利擁護業務 

包括的・継続的 

ケアマネジメント支援業務 

主任ケア 

マネジャー等 

社会福祉士等 

保健師等 

チームアプローチ 

介護予防 

ケアマネジメント業務 

・住民の各種相談を幅広く受け付けて、 

制度横断的な支援を実施 

・成年後見制度の活用促進、 

高齢者虐待への対応等 

・ケアマネジャーへの 

日常的個別指導・相談 

・支援困難事例等への 

指導・助言 

行政機関、保健所、 

医療機関、児童相談所等 

必要なサービスにつなぐ 

 

介護サービス ボランティア 

ヘルスサービス 成年後見制度 

地域権利擁護 民生委員 

医療サービス 虐待防止 

介護相談員 

・介護予防ケアプランの作成等 


